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１．費用便益比（B／C）算出のフロー

■氾濫シミュレーションの実施
■想定被害額の算出

整備期間と投資計画の想定

総便益（B）の算定

評価対象期間：整備期間＋50年間
現在価値化の基準時点

：評価時点
社会的割引率：４％
評価期間終了時点の残存価値を加算

経済性の評価
○費用便益比（B／C）

河川整備計画等

総費用（C）の算定

評価対象期間：整備期間＋50年間
現在価値化の基準時点

：評価時点
社会的割引率：４％

便益（B）の算出
〔便益（B）=被害軽減額〕

【整備前の被害額】－【整備後の被害額】
(Without)            (With)  

整備期間と施設完成後の便益想定

費用（C）の算出

社会的割引率を考慮して現在価値化

２



２－１．治水投資による効果

※表中の は、治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）で被害率や被害単価を明示した項目

治水事業の経済効果 治水事業のストック効果

高度化効果

治水事業

フロー効果 ストック効果

被害防止効果（便益）

直接被害 間接被害

資
産
被
害

抑
止
効
果

稼
働
被
害

抑
止
効
果

事
後
的
被
害

抑
止
効
果

精
神
的
被
害

抑
止
効
果

人
身
被
害

抑
止
効
果

（一部）

（一部）

※便益評価項目 について

２．便益の算出

治水経済ﾏﾆｭｱﾙ（案）では洪水氾濫による直接的・間接的
な被害のうち、現段階で経済的に評価可能な被害の防止
効果を便益として評価
→治水事業は防災事業であるため、現段階で経済的に評
価不可能な便益がある。 （Ex.人身被害、精神的被害抑止効果）
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２－２．便益の算出フロー

①氾濫シミュレーション

②想定被害額の算出

③年平均被害軽減期待額の算出

④総便益（Ｂ）の算出

２．便益の算出

残存価値を加算

４



２－３．氾濫シミュレーションと想定被害額の算出

・確率規模の異なるケースの洪
水を想定して氾濫解析を実施。

・事業実施前と事業実施後の浸
水が想定される区域を求める。

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｄブロック

ダム

ダム

ダム

事業実施前の浸水が想
定される区域解析結果

事業実施後の浸水が想定さ
れる区域解析結果

＊確率
規模

１／５

１／５０

１／７０
１／１００

１／２０
１／１０

１／３０

１／１５０

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

氾濫計算は、各氾濫ブロックで確率
規模ごとに実施。なお、上流のブ
ロックの越水・溢水を考慮して下流
ブロックの氾濫計算を実施し、ブ
ロックごとの最大浸水被害を推定。

事業実施前
想定被害額

事業実施後
想定被害額

＊確率規模：洪水の発生確率を示し、１／１００は１００年に一度発生する洪水の規模を示す。

２．便益の算出

①氾濫シミュレーション

②想定被害額の算出

・氾濫シミュレーション結果に基
づき、確率規模別の想定被害額
を算出。

Without With

５



想定被害軽減額算出イメージ

９× ３億円＝２７億円

６× ５億円＝３０億円

４×１０億円＝４０億円

３×２０億円＝６０億円

想定被害額 １５７億円

８× ３億円＝２４億円

４× ５億円＝２０億円

３×１０億円＝３０億円

０×２０億円＝ ０億円

想定被害額 ７４億円

整備 整備

Without（事業実施前） With（事業実施後）

７４億円
想定被害軽減額
157-74=83億円

１５７億円

河
川
整
備

浸水深
0～0.5m 未満

～1.0m 未満
～3.0m 未満
～5.0m 未満

浸水深
0～0.5m 未満

～1.0m 未満
～3.0m 未満
～5.0m 未満

メッシュデータ（地盤高、資産、勾配等）と氾濫解析によりメッシュ毎の氾濫被害額を算出
する。その時、被害額は浸水深等の洪水の被災条件により異なる。
また、想定被害軽減額（便益）は事業実施の有無（With-Without）による被害額の差分

により求める

２．便益の算出
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想定被害額算出対象項目
２．便益の算出

家計と同様の被害事業所

浸水世帯の清掃等の事後活動、飲料水等の代
替品購入に伴う新たな出費等の被害

家計
応急対策

費用
事後的被害
抑止効果

公共・公益サービスの停止・停滞公共・公益サービス

浸水した事業所の生産の停止・停滞（生産高の
減少）

事業所
営業停止

被害
稼働被害
抑止効果間

接
被
害

公共土木施設、公益事業施設、農地、農業用
施設の浸水被害

公共土木施設等被害

浸水による農作物の被害農作物被害

農漁家の在庫品の浸水被害農漁家在庫資産

農漁業生産に係わる農漁家の固定資産のうち、
土地・建物を除いた償却資産の浸水被害

農漁家償却資産

事業所在庫品の浸水被害事業所在庫資産

事業所固定資産のうち、土地・建物を除いた償
却資産の浸水被害

事業所償却資産

家具・自動車等の浸水被害家庭用品

居住用・事業用建物の被害家屋

一般資産
被害

資産被害
抑止効果

直
接
被
害

被
害
防
止
便
益

効果（被害）の内容分類

７



事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合②

軽減額
③＝①－②

Ｄ０＋Ｄ１

2
Ｄ１＋Ｄ２

2
Ｄｍ－１＋Ｄｍ

2

流量規模 超過確率

被害額
区間平均
被害額④

区間確率⑤
年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

Ｑ０ Ｎ０

Ｑ１ Ｎ１

ｄ１

Ｄ１

Ｎ１－Ｎ２ ｄ２ ｄ１＋ｄ２

Ｎ０－Ｎ１ ｄ１

Ｄ２

ｄ１＋ｄ２＋・・・＋ｄｍ

Ｄ０（＝０）

Ｎｍ－Ｎｍ＋１ ｄｍ

Ｄｍ

Ｎ２Ｑ２

Ｑｍ Ｎｍ

２－４．年平均被害軽減期待額の算出
２．便益の算出

③年平均被害軽減期待額の算定方法

河川整備計画目標（計画規模） Ex.1/150

評価時点規模
Ex.1/10

治水事業のストック効果の合計額

年平均被害軽減期待額

・事業を実施しない場合と実施した場合の、確率規模ごとの被害額の差分が被害軽減額

・確率規模別の被害軽減額にその洪水の生起確率を

乗じて、計画対象規模まで累計することにより、「年平

均被害軽減期待額」を算出する。

確率規模別の被害軽減額＝事業前想定被害額－事業実施後想定被害額

年平均被害軽減期待額＝

Σ（確率規模別被害軽減額）×（生起確率）
洪水の確率規模

被
害
額

1/30

事業実施後

８

1/100
1/1501/50

事業実施前



ある年の年平均被害軽減期待額（円/年間）

年超過確率

治水事業による総便益 ＝ 各年の年平均被害軽減期待額の総和（事業期間＋50年間）

（※但し、評価時点を基準に現在価値化を行う）

区
間
平
均
被
害
額

1/50
1/301/5 1/1001/10

２－４．被害軽減期待額の算出
２．便益の算出

A億円

＜計算例＞
（1/5 -1/10）（回/年間）×A（億円/回）

＝1/10A（億円/年間）

９

1/150

※計画規模まで
の流量を対象

算出イメージ



○パターン１（例：築堤など）

整備実施前 整備実施後

被害額 100億円 被害額 0億円

整備期間中の治水施設の整備によって便益が発生すると考えられる事業については、
整備期間中の施設の整備による便益を時系列的に把握し、評価を行う。

２－４．被害軽減期待額の算出
２．便益の算出

・整備効果

１００億円の被害軽減

・便益の発生

１０

整備期間 施設完成後の評価期間

堤防の完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

整備中から便益が発生

現在価値化した

年平均被害軽減期待額

年平均被害軽減期待額

金
額

年

・・・・

整備実施中



施設完成後の評価期間

○パターン２（例：ダム事業など）

施設が完成し、所要の効果を発揮する段階から効果を発現する。
被害軽減便益だけでなく、流水の正常な機能の維持による便益も発生。

２－４．被害軽減期待額の算出
２．便益の算出

・整備効果 ・便益の発生

事業実施前
被害額500億円

事業実施後
被害額 0億円

５００億円の被害軽減

１１

整備期間
ダムの完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

現在価値化した

年平均被害軽減期待額

年平均被害軽減期待額
金
額

整備後から便益が発生

年



２－５．残存価値の算出
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２．便益の算出

○総便益は、評価対象期間における年便益の総和に評価対象期間終了時点に現在価
値化した残存価値を加算し、算定する。

（１）河道
●構造物以外の堤防及び低水路部等

注）適切な維持管理を行うことにより治水機能は
低下しないため評価対象期間終了時点まで
資産価値の低下はないものとしている。

●護岸等の構造物

注）評価対象期間終了時点の価値を総費用の
１０％としている。
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（２）ダム

注）法定耐用年数による減価償却（定額法）の考え方による。

ct ,dt ： 用地費、補償費、間接経費、工事諸費を除く毎年の建設費
kt ： 毎年の用地費
r ： 割引率（０．０４とする）
S ： 整備期間（年）

（３）用地費

１２



【Ｂ１】 洪水調節による総便益は、年平均被害軽減期待額の評価期間（河川の場合は整備期間
＋５０年）、ダムの場合は施設完成後５０年）分の総和として算出。

【Ｂ２】 流水の正常な機能の維持による総便益は、特定多目的ダム法による基本計画策定時の

費用負担割合の考え方に準じて、身替わり建設費をもって妥当投資額を算出し、それ
を施設完成後の評価期間（５０年間）で除して年効果額とする。

【Ｂ３】 残存価値については、評価対象期間（施設完成後５０年）終了時点において残存価値

を評価できるもの（建設費のうち、構造物、用地費、補償費等）を算出。

総便益（Ｂ）

＝洪水調節による総便益（Ｂ１）＋流水の正常な機能の維持による総便益（Ｂ２）＋残存価値（Ｂ３）

２－６．総便益（被害軽減額）の算出
２．便益の算出

（河川整備の場合）

（ダムの場合）

１３

整備期間 施設完成後の評価期間

堤防の完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

現在価値化した

年平均被害軽減期待額

年平均被害軽減期待額

金
額

整備期間
ダムの完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

現在価値化した

年平均被害軽減期待額

年平均被害軽減期待額

金
額

施設完成後の評価期間

年年

総便益 総便益

（例：堤防の場合） （例：ダムの場合）



３．費用の算出

治水事業着手時点から治水施設の完成に至るまでの総建設費と、評価対象期間内での
維持管理費を対象とする。

総費用（Ｃ）＝建設費（Ｃ１）＋維持管理費（Ｃ２）

【Ｃ１】建設費の総費用は、工事費、用地費、補償費など施設完成に至るまでの

総建設費とする。

【Ｃ２】維持管理費は、評価対象期間（施設完成後５０年）分の総和として算出。

（例：堤防の場合） （例：ダムの場合）

１４

整備期間 施設完成後の評価期間

堤防の完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

年

整備期間 施設完成後の評価期間

ダムの完成

評価対象期間着手時点
（評価時点）

年

建設費

建設費

維持管理費 維持管理費

現在価値化した事業費 現在価値化した事業費



便益及び費用は、評価時点を基準時点とし、整備期間＋施設完成後５０年間を評価対
象期間として算出。

便益及び費用を評価年を基準として現在価値化し、現在価値化後の便益及び費用の
それぞれの総和を総便益（Ｂ）、総費用（Ｃ）とする。

４．費用便益比の算出

費用便益比 Ｂ／Ｃ ＝ 総便益／総費用

１５

【総費用（Ｃ）と総便益（Ｂ）イメージ図】

※ダム等の場合は施
設完成後に便益が発
生するため、整備期
間中の便益は無い。


